
 

 

 

 

第１３１回香川県都市計画審議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成２７年３月２３日（月） 

午後２時００分から午後３時００分 

場所：香川県庁２１階 特別会議室 



 

第１３１回香川県都市計画審議会議事録 

 

１．会議の日時及び場所 

（１）日 時 平成２７年３月２３日（月）午後２時００分から午後３時００分 

（２）場 所 香川県庁２１階 特別会議室 

 

２．出席委員の氏名 

（１）委  員 

１号委員 

藤本 智子、川口 洋子、岩﨑 敬子、白木 渡、田村 照栄 

２号委員 

仲家 修一(代理 皆越 俊一) 

三浦 真紀(代理 弘田 淳一) 

４号委員 

香川 芳文、高城 宗幸、三野 康祐 

臨時委員 

澤山 健一(代理 石垣 融二) 

以上 １３名 

専門委員 

小野 裕幸 

木下 慎哉(代理 今田 英朗) 

以上 ２名 

３．定足数の確認 

条例第５条第１項に基づき、委員の過半数が出席し、会議の定足数を満たしている

ことを確認する。 

 

４．会議の公開の確認 

運営規程第５条第１項に基づき、会議を公開で行うことを確認する。 



５．議事録署名委員指名 

運営規程第７条第２項に基づき、議長が藤本委員と三野委員を指名する。 

 

６．参考人の出席 

運営規程第６条に基づき、高松市、善通寺市、三豊市、土庄町の職員が参考人とし

て出席して、必要に応じ、意見を述べることについて委員一同が同意する。 

 

７．議事 

○議案第１号 中讃広域都市計画道路の変更について 

事務局が説明した後、質疑応答に入るが、特に質疑はなく、全員一致により、原案

どおり可決される。 

○議案第２号 詫間都市計画道路の変更について 

事務局が説明した後、質疑応答に入るが、特に質疑はなく、全員一致により、原案

どおり可決される。 

○議案第３号 仁尾都市計画道路の変更について 

事務局が説明した後、質疑応答に入るが、特に質疑はなく、全員一致により、原案

どおり可決される。 

○議案第４号 土庄都市計画道路の変更について 

事務局が説明した後、質疑応答に入るが、特に質疑はなく、全員一致により、原案

どおり可決される。 

○議案第５号 高松広域都市計画臨港地区の変更について 

事務局が説明した後、質疑応答に入るが、特に質疑はなく、全員一致により、原案

どおり可決される。 

○常務委員会の権限に関する事務の一部改正について 

会長から提案した後、質疑応答に入るが、特に質疑はなく、全員一致により、原案

どおり異存がない旨が確認される。 

 

８．その他 

○報告事項 高松広域都市圏都市交通マスタープランの策定について 

事務局より高松広域都市圏都市交通マスタープランの策定について報告した。 

―  審 議 終 了  ― 



 

 

 

以上のとおり相違ありません。 

 

 

     議事録署名委員 

 

                          

 

                          

 

                          


